
様式１（小・中）

【小学校・中学校・義務教育学校用】

令和２年度学校評価 計画

中間評価 ５　最終評価

（１）共通評価項目

評価項目 取組内容
成果指標

（数値目標）
進捗度
（評価）

進捗状況と見通し
達成度
（評価）

実施結果

●全職員による共通理解と共通実践 ●学力向上対策評価シートに示したマイ
プランの成果指標を達成した教師８０％
以上

・教職員間でマイプランを共有するととも
に、校内研修等により取組の促進を図
る。

Ａ

・全教職員で，マイプランを共
有し，学力向上の指標として
いる県学習況調査等に向け，
授業改善を行っている。

Ａ

・マイプランの中の共通実践として校内で10本の提
案授業，前サポ，後サポを実施。研究会を通して指
導力の向上につなげた。個別の目標を達成するた
め，「ICT利活用」や「基礎学力の定着」等を目標に
掲げ実施した。成果指標として定期テストの到達度
を設定，各教科，対策問題に事前に取り組ませる
など家庭での学習の意識改善に努めた。

○基礎的・基本的内容の確実な定着を
目指した指導方法の改善と家庭学習の
定着
〇「わかる授業」の実践
〇授業で「めあて」「振り返り」を実施し，
学習内容の定着を図る
〇ICT機器の活用

○定期テストの平均点７０点以上
〇新学習指導要領に沿って学習評価の
在り方を学び，授業改善を行う。生徒の
授業評価アンケートで，授業が分かると
答えた生徒８０％以上
〇「めあて」「振り返り」　の授業での実施
率８０％以上
〇タブレットPCの運用１００％(全職員利
用)

・県学習状況調査の結果を分析し，課題
把握と課題解決に向けた取組を行う。
・定期テストで授業の理解度を見られる
ように授業の在り方の研究を行う。
・各教科の「めあて」「振り返り」　の実施
状況を職員間で共有する。
・タブレットPCなどICT機器の積極的な有
効活用について研修を行う。

Ｂ

・県学習状況調査の結果分析
は，校内研で行い対策を教科
部会で実施。
・1学期の定期テストでは，全
教科各学年の平均点は1年
70.4点,2年67.0点,3年67.2点。
基礎・基本を定着させ，理解
が十分でない生徒への補充
に継続し取り組む。
・わかる授業を行っているか
については，あてはまるとした
生徒は95％と高い。
・タブレットの教科での利用は
保健体育で高いが，他は少な
く活用方法の研修の機会を増
やすようにする。

Ｂ

・定期テストの平均点７０点以上を各教科の共通目
標に掲げ授業実践を行った。結果は，3教科の達成
に留まった。小テスト，課題のチェックなど行ってき
たが，授業の「まとめ」で，「めあて」がしっかり達成
されるように日頃の生徒の授業中の活動を視野に
入れ「一人ひとり考える(思考を刺激する)授業」の
実践を更に深めて行う必要があった。その前提とし
て「めあて」「見通し」「振り返り」の提示があり，３学
期は「授業改善セルフチェック表」を配布し実施状
況を確認するために教員による自己チェックを行い
教員の意識改善に努めた。
・また，今年度，R80を活用した「振り返り」を実施
し，回数を重ねるにつれて文章表現力が向上し生
徒が授業の目標を意識して学習するように変容が
見られた。
・わかる授業を行っているかの調査で，あてはまる
とした生徒は91％と高いが，この数字が直接成果
につながるように今後も，家庭学習(学習時間の不
足)を含めた学習の習慣の定着を図る必要がある。
・一人一台のタブレットが町から貸与され，前回の
調査より教師は以前より活用する機会が増えた。
今後，リモートによる家庭学習や不登校生徒への
遠隔授業を見通し，生徒の利用方法を考え教材開
発にも力を入れていく必要がある。

●生徒が、自他の生命を尊重する心、
他者への思いやりや社会性、倫理観や
正義感、感動する心など、豊かな心を身
に付ける教育活動
〇人権・同和教育の推進

○道徳の授業に関するアンケートにおい
て新しい価値を見出したり，広く自他をと
らえられたと回答をした生徒８０％以上
(道徳の各授業で)
〇人権講演会や人権集会を開催し，そ
の後の生徒へのアンケートで，考え方が
深まったか調査，生徒８０％以上に変容
か見られるようにする。

・道徳科の授業づくりに関する校内研修
の実施(講師を招聘)
・「ふれあい道徳」の授業を保護者等に
周知し，道徳の授業への理解を深めても
らい，家庭・地域での教育力の向上につ
なげる。
・五十音順名簿を導入し，人権意識を高
める
・道徳・学活との連携授業(人権・同和教
育)

Ａ

・道徳の授業については，学
年の年間計画に沿って，担
任，副担任にかかわらず授業
を行っている。道徳の価値観
の育成状況については記録
簿等を整理し把握していく。
・人権学習の中の同和問題に
ついては，授業やその後の振
り返り授業をおこない意識の
高まりはあった。12月の人権
週間での取り組みなど計画的
に実施する。

Ａ

・特別の教科道徳の授業では各学年22項目を網羅
し授業を行ったため生徒の心情に残る内容も数多
くあり，よりよく生きるための基盤となる道徳性を育
むことができた。
・社会科の部落問題学習とタイアップして、各学年
で道徳の授業を展開していくことで自分事としてとら
えさせ、「差別をしない、させない、されない」という
支持的風土を育んだ。
・12月の人権集会に際し、「人権集会実行委員」を
募り、①人権標語の募集・入選作品の紹介、②人
権ソングの募集・人権ソングシャワー（昼放送）、③
人権啓発放送（明日への伝言板）、④R80記述（毎
日の振り返り）、⑤人権対談（LGBTｓについて）、⑤
人権マナーアップアクションプランの提案・継続実
践（毎月11日）、に取り組んで人権意識を高め、行
動の変容を図ることができた。

●いじめの早期発見、早期対応体制の
充実

○いじめ防止等（いじめの定義、いじめ
の防止等のための取組、事案対処等）
について組織的対応ができていると回
答した教員１００％，生徒の満足度１０
０％を目指す。

・学校行事や授業，係活動等で、生徒の
「出番」「役割」「承認」の場面をつくり、開
発的生徒指導を推進，生徒理解を深め
る。
・定期の生活アンケート，教育相談の実
施方法(ラポートの取り方)を工夫改善
し，生徒の満足度(悩みの解決)につなげ
る。

Ｂ

・いじめへの早期発見，対応
については90％は良いと感じ
ているが，１割近くは，そう
思っておらず，定期アンケート
を活用し学年で情報を共有し
行っているが，いじめについ
ての認識が生徒，保護者につ
いては差があり，いじめに気
付かせる指導も併せて行う必
要がある。

Ｂ

・いじめの早期発見，対応については生徒は87％
保護者は82％，教職員は100％が良いと感じてい
る。ここに考え方に大きな開きがあり，いじめ認知
の考え方を教職員が変えるためアンケート内容を
見直しを行った。些細な案件も見逃さずに，学年や
学校全体で情報を共有し，いじめ防止のための見
守り体制を構築するようにした。
・生徒の中には，いじめや悩みを相談できずにいる
ことも，保護者との話の中で把握することができた。
学校のみならず，様々な相談機関の情報を生徒に
伝え利用できるようにしていく必要がある。

◎児童生徒が夢や目標を持ち、その実
現に向けて意欲的に取り組もうとするた
めの教育活動

◎「将来の夢や目標を持っている」につ
いて肯定的な回答をした生徒９０％以上
〇生徒会活動の活性化を行い，生徒の
様々な行事での満足度を８０％以上
○特別支援教育における職員，保護者
の充実度７０％以上

・生徒の資質・能力を育む授業づくりに
関する校内研修等の実施。
・各種体験活動では、生徒に活動の見
通しと学びの振り返りを行う活動を仕組
む。
・「グリーンカード制度」を継続し、生徒の
日常の良い活動に対して教師がコメント
して掲示し、称賛・承認する。
・生徒が主体的に活動する学級活動や
人権週間の活動を計画・実施する。
・小中連携や他の教育機関との連携を
密にし特別支援教育の充実を図る。

Ａ

・将来の夢や目標に向かって
努力するように学校で指導し
ているかについては，あては
まると答えた生徒は83％で
あった。三年生の修学旅行の
テーブルマナーでは，日頃の
「立腰」の姿勢で臨む取り組
みが生かされ，３年間で成長
した姿が見られた。
・生徒会活動やボランティア
への取り組みについては，ほ
ぼ80％の生徒が取り組んで
いると感じている。
・特別支援教育における職
員，保護者の充実度について
はどちらも80％台である。特
別支援教育のみならず，全生
徒に対しスクリーニング会議
などを活用し，生徒の抱える
課題について早期対応できる
よう職員の意識の向上に努め
る。

Ａ

・「将来の夢や目標を持っている」について肯定的
な回答をした生徒９０％以上としていたが，今回の
調査では，83％に留まった。立志式で決意を述べ
る際に，本校の教育目標「夢実現に挑戦し努力す
る生徒の育成」を特別活動の中に位置づけ計画的
に取り組む必要がある。また，生徒の可能性を見
出すためにも「役割・出番・承認」の機会を一人一
人に作りグリーンカードによる「ほめほめ大作戦」を
継続して行うことが大切である。
・学校行事や生徒会活動への参加意識について８
０％以上を目標にしていたが調査結果では86％と
超えている。コロナ禍の中であったが，体育大会や
修学旅行等工夫を行い実施できた。・今年度、約
500枚の「グリーンカード」が発行され、職員室前廊
下に掲示することで、生徒の善行を称賛・承認する
ことができた。
・職員研修で本校職員全体に特別支援教育につい
て講師を招聘し研修を行っていただいた。生徒一
人一人の特性を把握することから，授業改善は始
まると再確認した。

❷「望ましい生活習慣の形成」
❹「安全に関する資質・能力の育成」

❷「起きる時間，寝る時間，学習時間」
(三点固定)の取り組み率８０％以上
❹生徒の熱中症，交通事故の発生を昨
年以下にする

・規律正しい生活習慣を身につけさせ，
ゲーム依存やＬＩＮＥ中毒などに陥らない
ように，「ネットワーク５原則」を遵守さ
せ，規範意識を高める。
・熱中症予防，交通事故防止のための
講演を適宜，実施し，予防的な安全教育
に努める。 Ｂ

・三点固定の中で，家庭での
学習時間については各学年
目標時間に対する到達度率
は1年76％，2年62％，,3年
56%と十分ではなく，定期テス
ト前の時間だけでなく，日頃
の授業の予習，復習など，自
学ノートを含め家庭学習の充
実に向け指導を継続する。
・熱中症と思える生徒は1学
期末の調査で16人。主な交通
事故が2件と，昨年度に比べ
少ない。通学路の問題など保
護者とも連携し早期対応をす
る。

Ｂ

・「起床時間，就寝時間，学習時間」(三点固定)の
取り組みについて，起きる時間や寝る時間につい
てはデータが十分得られなかったが家庭学習時間
については1年42％(週11時間)，2年31％(週13時
間)，,3年82%(週16時間)の達成率であった。原因の
一つに課題量にある。自学ノート等で個人差を調
整しているが基礎的な知識の習得ではワーク等の
活用など復習が必要で進学を想定し"鍛える"発想
での出題が必要と考える。
・生徒の熱中症(16人)，交通事故(3件)の発生状況
は昨年を下回っている。しかし，単独事故などはこ
の数に含まれず，時間ぎりぎりの登校などの原因
や重い荷物によるふらつきがあり，1学期始めの交
通安全教室などで注意喚起と配慮をしっかり確認し
たり，PTAの交通立番と連携し，事故防止に努めた

❸「望ましい食習慣と食の自己管理能力
の育成」

❸朝食をとって登校した生徒９０％以上
○給食の残食率を昨年度より削減。

・食の大切さを生徒の活動を通して学習
できるように教材を共有し，学校全体で
食育や健康増進に努める。

Ｂ

・6月末の調査では，90％であ
るが主食のみなど偏りが見ら
れる。また，4～6月の残菜量
は，主食6.5Kg，おかず2..8Kg
と主食の改善は十分でない。
主食と副食をとる順番などの
指導が必要である。

Ａ

・3月初旬の朝食喫食率は、９７％であり、朝食を食
べて登校する生徒が増えている。また、保体部の
毎日の給食残菜調査の効果で、残菜が減ってい
る。学校給食週間には、給食の歴史の紹介をした
り、着ぐるみ「たべんばくん」を利用し、残菜ゼロの
呼びかけを行ったりした。また、2年生は、給食の献
立作成を行い、栄養士の先生に提出した。このよう
な取り組みで、食の大切さの理解が深まっているよ
うに感じられる。

●業務効率化の推進と時間外勤務時間
の削減

●教育委員会規則に掲げる時間外在校
等時間の上限を遵守する。

・タイムマネージメントの意識化（出勤は
7:30以降）
・勤務時間以降，出張後は帰宅する
・定時退勤日の遵守

Ｃ

・月平均では7月が75時間50
分と多く，3名の職員に過度の
時間外勤務が見られた。業務
改善については，講師を招い
て意識の改善に努めている
が，勤務時間の申請など強い
改善意識が持てるような取組
が必要である。コロナ禍によ
る負担も大きく，先を見通した
計画の立案が必要である。

Ｃ

・タイムマネージメントの意識化として出勤開始を
7:30以降としたが，これについては数名を除き実施
できた。しかしながら夏場の時間帯は部活動時間も
長く，おのずと勤務時間は長くなる。1年を通して，
月平均の時間外勤務は45～60時間内となってい
る。会議等の効率化と定時退勤日の遵守を意識し
着実に時間外勤務を削減する必要がある。

○適切な部活動の在り方についての研
修と実践

○部活動の組織的な取り組み度が２回
の調査結果で比較，向上させる。

・複数顧問体制の中で，交代して指導を
したり，役割を分担して，負担の軽減に
つなげたり，部活動の運用を適切に行う
ように努める。

Ｃ

・二人体制で交代し部活動を
行うことが業務改善には有効
であると考えるが，十分には
実施できていない。保護者へ
の理解もふくめ改善に努めて
いく。

Ｂ

・部活動についてはコロナ禍のため2時間程度に限
定。県大会も行われず活動は難しかった。その中
での部活動は保護者への活動方法の変更の伝達
など，顧問内で連携し行うことができた。

（２）本年度重点的に取り組む独自評価項目

評価項目 重点取組内容
成果指標

（数値目標）
進捗度
（評価）

進捗状況と見通し
達成度
（評価）

実施結果

○教職員の資質向上

○職員研修の充実
〇校内研修の充実

○研究授業(サポート会)の計画に対し，
実施率１００％
〇県教育センター研修講座を全員受講
する。

・新学習指導要領への対応(評価の在り
方)等，研修を深め，職員間で情報を共
有し，各教科で評価の考え方をまとめ
る。

Ａ

・新学習指導要領への対応
(評価の在り方)等，校内研究
が充実し全職員で理解を深め
ることができた。
・県教育センターの研修につ
いては，コロナ禍の影響で開
設されない講座もあり，希望
通りの研修はできなかった。

Ａ

・提案授業(サポート会)にいては，計画通り実施で
きた。具体的には，校内研究で、まず、① 「確かな
学力」とは何なのかを、新学習指導要領や育成を
目指す資質能力から、全教職員で共通理解理解・
把握をし、② 「確かな学力」を向上させるには、サ
ブテーマの手立てを用いて、計11回の提案授業
（前後サポート会付）を11月までに終了させることが
できた。また、③ 「来年度から実施の新評価」を、
具体的にどのように評価していくべきなのかについ
て、計５回の外部講師招聘研修を行うことで、各教
科で新評価方法・評価基準を確立することができ
た。さらに３学期は、④ 教職員の授業改善（「めあ
て」「見通し」「振り返り」の提示）を行い、生徒の学
習改善（学力向上）につなげることができた。
・県教育センター研修講座については，コロナ禍で
中止になる講座もあったので全員受講は難しかっ
た。新学習指導要領の実施に伴い講師を招聘して
の講義を行うなど，その準備について時間を割き，
学習する機会を持つことができた。

○生徒指導体制の構築

○開発的生徒指導（出番・役割・承認）を
推進
〇切れ目のない組織的な支援

○生徒の行事参加満足度８０％以上
○ＱＵの要支援群の生徒の割合を５％
以下にする。
〇生徒支援部会（教育相談部会＋特別
支援教育部会）を設置，定例開催する。

・「花咲カード(３点固定)」により家庭での
生活リズムの定着を図る。
・ＱＵの結果をもとに個別の支援を行い、
学級満足群のポイントを上げる。
・SC,SSWを加え，会議を持ち計画的な支
援を実施する。

Ａ

・ＱＵの要支援群の生徒の割
合は，今回　16人，全校生徒
に占める割合が6％と目標に
対してわずかに多かった。
・先に述べたスクリーニングを
活用し，生徒への声掛けや他
の機関との連携など対応策を
もとに実行できるように，役割
を確認し実行力のあるものに
する必要がある。

Ａ

・ＱＵの要支援群の生徒の割合は，16→16人で全
校生徒に占める割合が6％と目標にわずかに達せ
ず1年生は2→6人に増加。不登校等支援会議など
でケース会議やスクリーニング会議を行いSC，
SSWや各種教育機関からのアドバイスを受けて支
援方法を選択し展望を持って対応を行った。
・不登校，不登校傾向にある生徒のケース会議に
ついて養護教諭と教育相談担当者とで調整し担任
の家庭訪問やSC，SSWと連携し生徒の短期，長期
ビジョンを共有し支援にあたることができた。
・「花咲カード（3点固定）」を毎朝提出させ分析し、
生活リズムの改善と家庭学習時間の確保について
必要性を説明し担任から指導を行った。

○開かれた学校づくり

○保護者・地域へのフリー参観デーへの
参観推進
〇学校ＨＰによる学校情報の公開

○フリー参観デーの実施参加率２０％以
上
〇学校ＨＰによる学校情報の満足度７
０％以上

・学校の行事に加え，郷土学習への取
組等，保護者や地域を巻き込んで学習
に参加する場をつくり，情報を公開する。
・ICT支援員の協力を得て，HPの更新な
ど定期的に情報を発信する。 Ａ

・フリー参観デーについてはコ
ロナ禍のため実施できなかっ
たが，体育大会については，
安全に配慮し実施できた。
・学校だよりやＰＴＡのブログ
等で，学校の活動のお知らせ
ができ保護者の理解度は
77％であった。

Ｂ

・コロナ禍のためフリー参観は実施できず，3学期
は立志式や卒業式等参加者を限定したり，保護者
の参加をなくしてリモート等を活用して実施した。そ
の分，保護者への周知は難しかったが，学校便り
や学年・学級通信を使って状況をお知らせした。
・HPを活用し学校だより等は提示できているが，学
校行事の様子など十分に提示できていなかった。
より多くの学校の様子を知らせるためにHPのこま
めな更新を行っていく必要がある。

●･･･県共通　○･･･学校独自　◎･･･志を高める教育

５　総合評価・

　　次年度への展望

〇総合評価
　 学校目標「夢実現に挑戦し，努力する生徒の育成」に今年度取り組み，コロナ禍の中であったが様々な行事の工夫や授業時間を確保し生徒の夢実現のための支援に取り組んだ。
　・今年度より教育相談と特別支援教育の充実を図るために生徒支援委員会を立ち上げ，専門機関との連携のもと不登校等の早期発見と早期対応を行い，様々な対策を個別に行ってきた。ま
た，大阪府立大学の山野則子教授にご指導を受けスクリーリング会議を行い生徒の変容を全職員で共有，生徒が抱える課題への早期対応の行い方を学習し実践につなげることができた。更
に，人権学習を通してLGBTsについて学んだり，コロナ禍の中でのいじめなどに気付き，社会の中で生きるための“人間力”について考えを深めさせることができた。
　・学習面では「わかる授業，手ごたえのある授業」目指してR80を活用した授業の振り返りや有明抄を活用した視写活動を行った。また，教職員の指導力の向上のため，提案授業を年10回実
施，県学習状況調査やSAGAテストへの事前取り組み，事後の結果を分析し，課題を探り授業改善に努めた。
　・時間外勤務の縮減について，「出勤は7:30以降」については，ほぼ達成できたが，「完全下校後1時間以内に退勤する」については，個人差や月別の学年業務によるところもあり，達成が難し
かった。計画的な行事の準備，副担にかかる負担を分担するなど改善する必要がある。
〇次年度への展望
　 高い志の下，己を立志し人格の完成を行うために，来年度も開発的生徒指導や生徒の人権意識を磨き「人間力」を高める必要がある。また，新学習指導要領の実施に伴い，指導と評価の一
体化，家庭学習の定着について全職員で計画的に取り組む必要がある。また，国際社会の潮流にのり持続可能な社会の担い手としてSDGsについても教育課程に位置付け指導を行う。

達成度（評価）
 Ａ：十分達成できている
 Ｂ：おおむね達成できている
 Ｃ：やや不十分である
 Ｄ：不十分である

重点取組
具体的取組

中間評価 最終評価

１　前年度

　　評価結果の概要

・学力面では，サホート会の実施や学習環境の見直し，小中連携への新たな取り組みなど，授業改善が進み，学力向上につながった。一方で，保護者からは，個別の支援を求める声も多い。学校の授業と連携した家庭学習な

ど，取り組み方の改善が必要である。

・学校生活については，全体的に落ち着いた生活が送れている。社会性を身に付け，他の生徒とともに，より良い学校生活を送るための取り組みを生徒自ら考え，実践する機会が必要である。まさに，開発的生徒指導を通し

て，生徒の変容をきちんととらえ，称揚する機会を多く持つことが必要である。そのためにも，学校行事や道徳科の時間，また，総合の時間とカリキュラムマネージメントを生かし，相互の関りを生かし生徒の育成につなげる

必要がある。

・熱中症予防や感染症への対応など危機管理の重要性は職員の中にも浸透している。教育委員会に指示を仰ぎながら，常に新しい情報に気を配り，生徒の安全管理，心と体の健康な成長に配慮し対応を考え，実践していく。

２　学校教育目標
ゆたかに自律　たくましく自立

－夢実現に挑戦し，努力する生徒の育成 －

３　本年度の重点目標
　(1)　不登校対策及び特別支援教育の充実              (2)　学力向上

　(3)　人権・同和教育の推進                               (4)　教職員の時間外勤務の縮減

学校名 吉野ヶ里町立三田川中学校

４　重点取組内容・成果指標

●学力の向上

重点取組
具体的取組

●業務改善・教職員の働き
方改革の推進

●心の教育

●健康・体つくり

中間評価 最終評価


